
12

もりトピ税・保険

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
と

個
人
市
・
府
民
税
の
第
１
期
分
お

よ
び
軽
自
動
車
税
の
納
期
が
過
ぎ

て
い
ま
す
。納
め
て
い
な
い
人
は
、

至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
今
月
は
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
第
２
期
分
の
納
期

な
の
で
、
７
月
３１
日
（
金
）
ま
で

に
近
く
の
金
融
機
関
や
次
の
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン

ク
ス
、デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
な
ど

　
ま
た
、調
査
に
当
た
る
職
員
は
、

固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
を
携
帯

し
て
い
ま
す
の
で
、
提
示
を
求
め

て
く
だ
さ
い
。
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納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替

        （
自
動
払
込
）
の
利
用
を

　
個
人
市
・
府
民
税
（
普
通
徴
収

分
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課
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５
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ご
存
じ
で
す
か
？　

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
～
不
動
産
を
売
買
し
た
と
き
～

　　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
1

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
に
、
固
定

資
産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）

を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
従
っ
て
、
１
月
２
日
以
降
に
売

買
な
ど
で
所
有
権
を
移
転
し
た
場

合
で
も
、
１
月
１
日
現
在
の
所
有

者
が
納
税
義
務
者
で
す
（
建
物
を

取
り
壊
し
た
場
合
も
同
様
）。

　
不
動
産
の
売
買
契
約
の
際
に
、

固
定
資
産
税
の
一
部
を
買
主
が
負

担
す
る
旨
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
売
買
契
約

に
基
づ
く
も
の
で
、
固
定
資
産
税

の
課
税
と
は
直
接
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。

問
課
税
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・
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家
屋
調
査
を
実
施

　
市
で
は
、
新
・
増
改
築
や
取
り

壊
し
の
あ
っ
た
家
屋
を
対
象
に
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
固
定
資
産
税
の
評

価
額
を
算
定
す
る
た
め
の
も
の

で
、
屋
内
の
調
査
も
行
い
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

税
の
お
知
ら
せ

保
険
の
お
知
ら
せ

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・
失業などで市税を納付できない人は、利
用してください。

夜間　7月23日（木）19：30まで
休日　7月26日（日）10：00～15：00
場納税課（市役所1号別館2階）
℡06－6992－1852～1854

注来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関
　側）を利用してください。
　車で来庁した人を対象に、相談時間帯
　のみ臨時駐車場を夜間休日出入口（正
　面玄関側）の前に設置していますが、
　駐車台数に限りがありますので、ご協
　力をお願いします。

市税の夜間・
休日納付相談 市

税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
現
在
の
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証（
水
色
）は
、
有
効
期

限
が
７
月
３１
日（
金
）ま
で
で
す
。

新
証（
橙
色
）を
７
月
末
ま
で
に

対
象
者
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
被
保
険
者

証
は
、
市
に
返
却
ま
た
は
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

　
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割

合
は
、一
般
が
１
割
、現
役
並
み

所
得
者
は
３
割
で
す
。

　
現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
同

一
世
帯
に
平
成
２７
年
度
市
民
税

課
税
所
得
額
（
各
種
所
得
控
除

後
の
所
得
額
）
が
１４５
万
円
以
上

の
被
保
険
者
が
い
る
場
合
で
、

こ
れ
以
外
の
場
合
は
一
般
と
な

り
ま
す
。

注
現
役
並
み
所
得
者
と
判
定
さ

　
れ
た
場
合
で
も
、
収
入
額
の

　

状
況
で
１
割
負
担
に
な
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

　

保
険
課
給
付
係
ま
で
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
７
月
末
ま
で
に
新
証

が
届
か
な
い
場
合
や
、
記
載
内

容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
も
、
保

険
課
給
付
係
ま
で
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の本

算
定

　
平
成
２７
年
度
の
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
決
定
（
本
算
定
）

に
伴
い
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ

び
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

料
率
は
昨
年
度
と
同
じ
で
す
。

　
保
険
料
の
納
入
方
法
は
、「
年

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
　
　
　
　
被
保
険
者
証

～
新
証
は
７
月
末
ま
で

に
送
付
～

平
成
２７
年
度

　
保
険
料
決
定
通
知
書

　
～
７
月
中
旬
に
送
付
～


